
【送金額内訳】

　上記の通り、相違ありません。

〈　注意　〉

1．生活費をまとめて送金している場合は、送金月のみ送金額内訳をご記入下さい。

2．この証明書の証拠になるものとして、以下のような書類を添付して下さい。（令和4年10月～令和5年9月）

銀行の場合 振込用紙の控え　または　通帳の写し

 ※送金額、被保険者、対象被扶養者の氏名が確認できるもの

郵送（現金書留）の場合 現金書留の付箋

3．原則として、被扶養者の年間収入以上の送金がある場合、被扶養者に該当するものとします。

　　認定後も生計維持関係の確認のため、検認等で送金状況の書類提出を求める場合がございます。

この証明書の秘密は厳守致します。
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　私は、被扶養者としている の

生活費として、年間 円 送金したことを証明します。
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